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オンライン診療元年から２年 
普及の鍵はアカデミアからの発信

　「医療 ICT」。さまざまなところで
聞かれるこの言葉であるが、その内容
は多岐にわたる。例えば医療情報連携
ネットワークの構築や、PHR（personal 
health record）の推進、ソフトウェ
ア医療機器（治療アプリ）の活用など。
その中でも、注目を浴びている領域の
１つに、オンライン診療に代表される
「オンライン医療」が挙げられる。こ
こで言うオンライン医療とは、オンラ
イン診療、遠隔服薬指導、電子処方箋
を含んだ概念であり、これらが実現す
ると、診察から薬剤の受け取りまでが
オンラインで可能となる。
　2015 年８月、厚生労働省の通知に
より遠隔診療の実施における事実上の
緩和が起こり、オンライン診療の活用
が始まった。2018 年の診療報酬改定
で「オンライン診療料」という基本診
療料が新設されたことをご存じの方も
多いであろう。同時に厚労省から「オ
ンライン診療の適切な実施に関する指
針」が出され、医師法 20 条の「無診
察治療」に該当しない実施方法が明確
となり、保険診療、自費診療それぞれ
においてオンライン診療を実施する環
境が整った。2018 年はまさに、オン
ライン診療元年と呼べる年であった。
　ただし、特に保険診療においては厳
しい制約があり、多くの医療機関がい
まだに電話等再診の枠内でオンライン

診療を実施しているという現状があ
る。今後のオンライン診療の適切な普
及には、事例やエビデンスをもとに、
学会等のアカデミアからの発信が鍵と
なるであろう。例えば、頭痛診療につ
いては診療ガイドラインにオンライン
診療の活用が追加されたし、日本オン
ライン診療研究会や日本遠隔医療学会
がさまざまなイベントを開催し、オン
ライン診療の価値を発信している。今
後、このような動きの活性化が予想さ
れ、それをもとにオンライン診療の普
及が進んでいくものと考えられる。

「価値への支払い」の導入が
医療ICTの普及を促す

　このようなオンライン診療の動きに
加え、薬剤師との対面が義務付けられ
ていた服薬指導についても、2019 年
11 月の臨時国会で薬機法改正案が可
決され、遠隔服薬指導が可能となる方
向で進んでいる。また電子処方箋は、
2016 年３月に策定された運用ガイド
ラインをもとにした運用実績がゼロで
あったため、2018 年に改めて実証事
業が行われ、2020 年４月をターゲッ
トとして新たなガイドラインのもとで
実運用に向けた準備が進んでいる。
　このように、オンライン医療は各種
の規制にさまざまな変化をもたらして
いるが、オンライン医療のさらなる普
及については、もっと抜本的な議論を
併せて行う必要があると考える。
　現在、日本の診療報酬体系は「出来

高払い（pay for service）」を原則と
しており、１つひとつの診察や検査な
どの診療行為に対して報酬が支払われ
ている（DPCは例外として）。私は、
日本においてオンライン医療や治療ア
プリなどの医療 ICTの導入が遅れて
いる最大の要因がここにあると考えて
いる。なぜならば、医療 ICTを活用
した新しい診療スタイルは、治療成績
向上のために柔軟に活用するものであ
り、その１つひとつや１回１回を診療
報酬の評価対象としようとすると、議
論が複雑化するからだ。
　例えばビジネスの世界では、当たり
前のように電子メールによるコミュニ
ケーションや、ビデオ通話を利用した
テレカンファレンス（テレカン）が利
用されている。必要であれば電話はも
ちろん、対面のミーティングのための
出張も行うが、電子メールやテレカン
で対応可能な場合や、むしろそのコミ
ュニケーションのほうが適切である場
合には積極的に利用する。「電話と電
子メールのどちらがコミュニケーショ
ンツールとして優れているか」「テレ
カンと対面のミーティングのどちらの
会議の生産性が高いか」というように、
優劣を比較することは全くもってナン
センスであり、目的が達成されればそ
の方法については最も効率的な方法を
用いるという前提に立っている。
　医療 ICTにも実は同じことがいえ
る。患者の治療効果を上げるという目
的を達成するために、必要十分な診療

を最適に組み合わせる必要があり、そ
の選択肢の１つが、オンライン診療で
あり治療アプリなのだ。安全性の評価
はもちろん必要であるが、オンライン
診療と対面診療を、また、治療アプリ
と薬剤の効果を、各々単独で比較する
ことは本来ナンセンスであるが、現在
の診療報酬の概念に当てはめて考えよ
うとすると、どうしてもこのようにそ
れぞれ１つひとつの行為やツールを評
価する議論になってしまい、限られた
社会保障費の中で議論が前へ進まなく
なってしまいがちである。
　そこで求められるのが、「価値への

支払い（pay for value）」という考え
方の導入である。「価値への支払い」
は包括支払いとアウトカムに対する支
払い（pay for performance）から成り、
「患者の治療成績を上げるために、必
要十分な診療を最適に組み合わせる」
という視点がより重要となる。そのた
め、患者の利便性を高め、受診のハー
ドルを下げながら、診療の質の向上を
実現する医療 ICTの利活用が自然と
進んでいくのだ。「診療報酬の対象か
どうか」という視点からではなく、「患
者のために利用したほうがよいか」と
いう視点で柔軟に医療 ICTを使いこ

なせる、そんな環境を整えていくこと
が、今後の日本の医療には求められて
いる。
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患者のために必要十分な診療を
最適に組み合わせる視点が重要に

オンライン診療の展望

必要性の高い
エグゼクティブ・カウンセリング

　10 年ほど前から、週に１度、エグゼ
クティブ・カウンセリングとアンチエ
イジングのクリニックを開業している。
米国留学で、精神分析に加えて認知
療法や家族療法も学ぶことができ、帰
国後は森田療法にも出会って、精神療
法に自信がついたからだ。保険診療が
基本となっている日本の精神科医療で
は、精神療法を長時間行ってもほとん
ど医師の収入が変わらないため、ゆっ
くり話を聞いてくれるクリニックはき
わめて少ない。そこで、ある程度お金
を払える人を対象に自費診療にした。
　米国では、収入が多い人や社会的地
位の高い人が当たり前に精神科医にか
かっている。日本でも 1990 年代後半

から経営者にリーダーシップが求めら
れ、報酬が増えた一方で、責任も重く
なり株主からの突き上げも厳しくなっ
た。だからこそ、経営者のメンタルヘ
ルスが必要と考えて本も出版し、まず
は週１回という形で始めてみたのだ。
　結果は惨敗。受験指導や介護に関す
る本も書いており、子どもの教育や親
の介護の相談でカウンセリングを受け
に来る人がいるので、どうにかやって
いけるが、経営者の患者さんはこれま
でに１人というのが実情だ。
　現在の心のケアの基本的な考え方は、
早期発見・早期治療である。例えばう
つ病の場合、症状によって悲観的な考
え方に染まると、さらにうつが悪くなる。
うつ病で不眠に陥るとうつはますます悪
くなる。このような悪循環を引き起こす
ので、早期発見・早期治療の必要性が

高まっているのだ。依存症も進行性と
考えられるようになり、例えばアルコー
ル依存の場合、現在のアメリカの診断
基準では、思っていたよりたくさん飲
んでしまう、前と同じ量では酔えないな
ど 11 項目中たった２項目当てはまれば、
この診断を受けることになる。早めに治
療をしないと、どんどん進行して先々ま
ともに働けなくなるという懸念からだ。
　クリニックや病院の院長は、経営者
であると同時に、医師としての責任も
求められる。昔より患者さんの要求水
準が高く、勤務時間も長いため、一般
の経営者以上にストレスも多く、メン
タルケアの必要性が高いと思われる。
院長である先生方は、自分の心の不調
が何らかの心の病でないかと疑い、イ
ンターネットなどで診断基準を調べ、
早期の発見と治療を求めたいものだ。
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自らの精神的健康を守り
良き医師であり続けるために

院長の心のケア
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